
浦安市高洲地域包括支援センター 

運営業務委託公募型プロポーザル募集要項 

令和７年６月 

浦安市 福祉部 中央地域包括支援センター



１.事業の趣旨及び目的 

本募集要項は本市における地域包括ケアを推進する中核拠点である地域包

括支援センターの運営のため、浦安市高洲地域包括支援センター運営業務の

優先契約候補者の選定を行うことを目的として、実施する公募型プロポーザ

ルの概要、審査手順等を示すものである。 

 

２.概要 

（１）件名 

浦安市高洲地域包括支援センター運営業務委託 

（２）業務概要 

「浦安市高洲地域包括支援センター運営業務委託仕様書」のとおりとする。 

※地域包括支援センターの増設に伴い、履行期間中に担当圏域が変更にな

ることがある。 

（３）履行期間 

令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで 

（４）履行場所 

浦安市高洲五丁目３番２号（エスレ高洲１階） 

浦安市日の出二丁目１５番２号（日の出幼稚園隣） 

（５）委託上限額 

315,380,000円(消費税非課税) 

金額は全期間の金額です(５年間分 債務負担行為)。 

（６）運営財源 

   運営財源については、（５）の委託料の他、介護予防ケアマネジメント費

（第１号介護予防支援事業）及び介護報酬（指定介護予防支援）による。 

ア 介護予防ケアマネジメント費（第１号介護予防支援事業） 

毎月の介護予防ケアマネジメントの実施件数に応じた介護予防ケアマネ

ジメント費は、受託者の収入とする。なお、以下の介護予防ケアマネジメン



ト費の単価（１件当たり）は令和６年度の参考額である。 

（ア）地域包括支援センターが、直接、介護予防ケアマネジメントを行う

場合の単価 

     基本額：4,884円、初回加算：3,315円 

（イ）指定居宅介護支援事業者に業務の一部を委託する場合の単価（事務

手数料収入） 

     49円 

イ 介護報酬（指定介護予防支援） 

指定介護予防支援を実施した場合に支払われる介護予防サービス計画費

（介護報酬）は、受託者の収入とする。委託料で積算した職員以外に受託者

が独自に従事者１名以上を雇用すること。なお、以下の報酬額の単価（１件

当たり）は令和６年度の参考額である。 

（ア）地域包括支援センターが、直接、指定介護予防支援を行う場合の単        

   価 

基本額：4,884円、初回加算：3,315円 

（イ）指定居宅介護支援事業者に業務の一部を委託する場合の単価（事務

手数料収入） 

     49円 

ウ 注意事項 

委託料の支払いは、概算払い（年度末に精算を行う）とし、受託者の請求

により四半期ごとに支払う。年度末において精算を行う。 

（７）事務局 

浦安市 福祉部 中央地域包括支援センター 

TEL:047-381-9037(直通) 

FAX:047-304-8892 

E-mail:houkatu@city.urayasu.lg.jp 

 



３.参加資格要件 

浦安市高洲地域包括支援センターを適切、公正、中立かつ効率的に運営でき

る法人で、次の（１）及び（２）の要件を満たす法人であること。なお、本プ

ロポーザル期間中に要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（１）経営組織・運営実績について、次のいずれかの要件を満たすこと。 

ア 老人介護支援センター（在宅介護支援センター）の設置者、地方自治

法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社

会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として設置された公

益法人又はＮＰＯ法人 

イ その他市長が適当と認めるもの 

（２）以下の要件を全て満たすこと。 

ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に

該当していない者であること。 

イ 浦安市入札参加資格者名簿に登録されているもののうち、「委託」に登

録があるもの。ただし、対象業務の特殊性などを考慮し、名簿に登録され

ていない者が参加することもできるものとする。※浦安市入札参加資格者

名簿に登録されていないものが受託者に選定された場合、速やかに資格登

録すること。 

ウ 浦安市入札参加資格者指名停止措置要綱の規定による停止措置を受け

ていない者であること。 

エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立

てがなされていない者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づ

く再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、更生手

続開始の決定又は再生計画認可の決定が応募書類の提出日以前になされ

ている場合はこの限りではない。 

オ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て中 又

は破産手続中でないこと。 



カ 法人税、法人市県民税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

キ 支払金額は前項(５)で定めた限度額内であること。 

 

４.募集及び選定スケジュール 

 募集要項の公表         令和７年６月９日（月） 

質問の締切           令和７年６月 25日（水）午後５時 

質問への回答          令和７年７月２日（水） 

応募締切（応募書類の提出期限） 令和７年７月 15日（火）午後５時 

（第１次審査） 

第１次審査の結果通知      令和７年７月 18日（金）予定 

提案書の提出期限        令和７年７月 28日（月）午後５時 

（第２次審査） 

ヒアリングの実施        令和７年７月 31日（木）※予定 

審査結果の公表         令和７年８月中旬予定 

契約協議・契約の締結      令和７年９月中旬予定 

 

５.応募手続き 

（１）浦安市ホームページに募集要項を掲載・公表して募集を行う。応募期間

は、令和７年７月９日（水）から令和７年７月 15日（火）午後５時（土

日祝日は除く）までとする。 

（２）質問の受付と回答 

  ア 質問しようとする者は、「浦安市高洲地域包括支援センター運営業務

委託公募型プロポーザル応募様式集」の質問票（様式第７号）に必要事

項を記入し、「２．概要（７）」で示したメールアドレスに Eメールで

提出する。なお、質問の提出後、担当課に電話にて着信確認を行うもの

とする。 

  イ 質問の受付期間は、令和７年６月 23日（月）から令和７年６月 25日



（水）午後５時までとする。 

  ウ 質問事項に対する回答は、令和７年７月２日（水）から浦安市ホーム

ページで公表する。 

（３）応募書類の受付 

  応募者は、次のとおり応募書類を提出すること。なお、作成方法の詳細は

「浦安市高洲地域包括支援センター運営業務委託公募型プロポーザル応募

様式集」に従うものとする。 

ア 受付期間 

  令和７年７月９日（水）から令和７年７月 15日（火）（土日を除く） 

 イ 受付時間 

  午前９時から午後５時まで 

 ウ 提出先 

  浦安市 福祉部 中央地域包括支援センター 

 エ 提出方法 

  浦安市ホームページから提出書類を入手し、必要図書を整え、直接持参する

こと。なお、書類の作成に要する費用は応募者の負担とする。 

 オ 提出書類 

  提出書類については、全てＡ４サイズ（Ａ３サイズの場合は、折込みとす

る。）とし、提案書表紙（様式第１号）・背表紙（任意様式）をつけ左綴じ

とし（ファイル可）、書類名がわかるよう右端上部から順にインデックスを

添付し、10 部（正本１部、副本９部）提出すること。提出書類は次の内容

を含んだものとする。 

  （ア）事業計画書（様式第２号） 

  （イ）収支計画書（様式第３号） 

  （ウ）類似業務実績書（様式第４号） 

  （エ）応募者概要書（様式第５号） 

 （オ）担当者経歴書（任意様式） 



（カ）直近１か年の法人税、消費税及び地方消費税、法人市民税、固定資産

税の納税証明書 

（キ）個人情報の取り扱いに関する規約、管理マニュアル等 

なお、書類の提出後、明らかに参加資格要件を満たしていないと認められた

事業者については失格とし、事務局において理由を明記した失格通知書を送

付する。 

 

６.審査の手続き 

（１）第１次審査 

 提出された応募書類を審査し、第２次審査に進む応募者(５者以上)を選

定する。事業者選定委員会は、応募者が応募資格要件を満たしていること

を確認した上で、別表１「第１次審査の評価基準」に基づき応募書類を評

価し、評価の高い５者以上を選定する。 

なお、参加資格要件を満たす応募者が５者未満の場合は、応募者が応募 

要件を満たしていることの確認をもって審査を終了する。 

また、参加資格要件を欠いている応募者は失格とする。 

これ以降の手続きは、第１次審査に合格した応募者のみを対象とする 

 （２）提案書の受付 

  第１次審査に合格した応募者は、次のとおり提案書を提出するものとする。 

  ア 受付期間 

   令和７年７月 22日（火）～令和７年７月 28日（月）（土日を除く） 

  イ 受付時間 

   午前９時から午後５時まで 

  ウ 提出先 

   浦安市 福祉部 中央地域包括支援センター 

  エ 提出方法 

   浦安市ホームページから提出書類を入手し、必要図書を整え、直接持参す



ること。なお、書類の作成に要する費用は応募者の負担とする。 

  オ 提出書類 

  （ア）企画書 

  （イ）本業務への実施体制がわかる書類 

  （ウ）業務実施に際しての基本的な取り組み方針等 

  （エ）見積書（様式第６号） 

  カ 提出部数 

   原本１部、コピー９部 

 （３）第２次審査 

   事業者選定委員会は、提出された提案書及びヒアリング内容等について、

別表２「第２次審査の評価基準」に基づき評価を行い、最高点を獲得した 

応募者(70％以上を獲得した者に限る)を業務の受託予定者として選定する。

ただし、最高点を獲得した応募者が複数あった場合は、見積書の価格 が安

価な応募者を受託予定者として選定する。 

最高点を獲得した応募者が、選定後に参加要資格件を満たさないと認め

られた場合、または提案書に明記された業務実施体制が著しく変わった場 

合等は、業務の受託者としての資格を取り消し、次に評価の高い応募者と 

契約交渉を行う。 

(４)ヒアリングの実施 

ア 実施日時等 

令和７年７月 31日(木)に実施予定。時間及び場所については、第１次

審査に合格した応募者に通知する。 

イ 出席者 

責任者及び主担当者(業務の中心的役割を担う担当者)を含め４名以内

とする。 

ウ ヒアリング内容 

提案書の内容に関する説明 20分以内及び質疑応答 10分程度の 30分程



度を予定とする。なお説明は、提出した提案書の記載内容を逸脱しない範

囲とし、提案書の要点を簡潔にまとめたものとする。説明は主に主担当 

者が行うこと。 

 

７．提出書類の取り扱い 

（１）応募者から提出された書類は、応募者の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがある場合、不開示とする。ただし優先契約候補者の選

定後において、優先契約候補者の提出した書類について開示請求があった

ときは、浦安市情報公開条例第７条の規定により不開示情報以外の部分を

開示するものとする。 

（２）優先契約候補者にならなかった応募者の提出書類は、優先契約候補者の選

定後、速やかに返却するものとする。 

（３）応募者から提出された書類は、審査に必要な範囲で複製することができる

ものとする。また、提出された書類(優先契約候補者が提出した書類を除

く。)は、プロポーザル方式等により優先契約候補者を選定する以外の目的

では使用しない。 

 

８．その他 

受託候補者は、令和８年４月１日から円滑に業務を開始できるよう、以下のア

からウまでを令和８年３月末までに行うこと。ただし、イに要する経費について

は、必要に応じて別途市と契約するものとする。 

ア 事業計画やマニュアルの策定、職員の配置準備等 

イ 地域包括支援センター業務の引継ぎ 

ウ 業務に必要な研修への参加など、業務の開始に当たって必要な事項の準備 

 



別表１ 第１次審査の評価基準 

評価項目 判 断 基 準 配 点 

応募者の実績 応募者の業務実績を評価する。 10点 

業務体制 

受託した場合の業務体制を評価する。特に実施体

制、支援体制の人数、役割分担等の具体的内容を中

心に評価する。 

10点 

取り組みの姿勢 
応募者の取り組みに関する姿勢、方針、熱意等を評

価する。 10点 

合 計 30点 

 

 

別表２ 第２次審査の評価基準 

 評価項目 判 断 基 準 配 点 

事

業

計

画 

経営方針 
①応募団体経営の目標・方針が明確であるか 

②経営方針と施設の目的が合致しているか 
５点 

応募の理

由 

①応募の理由が明確であるか 

②業務の目的を理解した理由となっているか 
５点 

事業の実

施方針 

①市民の平等な利用が確保されるものであるか 

②仕様書に定める基本的な方針を履行できるか 

③業務運営体制が確保されているか 

５点 

類似業務

の実績 
① 類似した業務の運営の実績はあるか ５点 

小計  20点 



 評価項目 判 断 基 準 配 点 

業

務

運

営

計

画 

職員計画 

① 職員の採用、確保に対する見通しがあるか 

② 人材育成・接遇等適切な職員研修の機会が確保

されているか 

③ 経験、実績のある人材が配置されているか 

④ 効果的効率的な運営が期待できる勤務条件であ

るか 

⑤ 無理のない職員のローテーション等となってい

るか 

⑥ その他、職員計画に関する優れた提案がされて

いるか   

20点 

収支予算

書 

① 収入額について、積算は適正であるか 

② 支出額（特に人件費）について、積算は適正で

あるか 

５点 

個人情報

の保護措

置 

① 個人情報の保護措置が適正であるか 

② その他、個人情報の保護措置に関する優れた提

案がされているか 

５点 

緊急時の

対策 

① 人的・物的な危機管理の対策が整備されている

か 

② 夜間等の緊急時に連絡のとれる体制が確保され

ているか 

５点 

小計  35点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業

務

内

容

に

関

す

る

取

組

み 

主要事業 

① 地域包括支援センターの機能と役割等につい

て優れた考え方がされているか 

② 圏域の特性を踏まえて、地域包括ケアシステム

の推進のために、効果的と思われる事業の提案が

されているか 

③ 市内の各種団体や周辺の住民と連携を取った

事業展開が期待できるか 

④ 市民ニーズの把握に関する優れた提案がされて

いるか 

20点 

⑤ 総合相談支援事業について優れた考え方がさ

れているか  

⑥ 権利擁護事業について優れた考え方がされて

いるか  

⑦ 認知症総合支援事業について優れた考え方が

されているか 

10点 

⑧包括的･継続的ケアマネジメント支援事業につ

いて優れた考え方がされているか 

⑨ 第１号介護予防支援事業について優れた考え

方がされているか  

⑩ 指定介護予防支援について優れた考え方がさ

れているか 

10点 

⑪ 介護予防普及啓発事業について優れた提案が

されているか 
５点 

小計  45点 

合 計  100 点 

 

 

 

 

 

 

 評価項目 判 断 基 準 配 点 



別表３ 日常生活圏域ごとの高齢者人口等 （令和７年４月１日現在） 

※ただし、指定介護予防支援対象者数及び介護予防ケアマネジメント対象者対象者数については、令和７年３月の数値 

＊太枠が本業務担当圏域 

（ ）内は指定居宅介護支援事業所への委託人数。 

 

 人口総数 高齢者人口 高齢化率 後期高齢者人口 後期高齢化率 
指定介護予防

支援対象者数※ 

介護予防ケア

マネジメント

対象者数※ 

元町圏域 

（ともづな中央） 
38,581人 5,582人 14.47％ 3,053人 7.91％ 134人（40人） 50人(3人) 

元町圏域 

（ともづな浦安駅前） 
35,094人 4,804人 13.69％ 2,461人 7.01％ 128人（34人） 72人(5人) 

中町北部圏域 
24,632人 7,801人 31.67％ 4,698人 19.07％ 157人（47人） 122人(19人) 

中町南部圏域 
31,570人 7,751人 24.55％ 4,749人 15.04％ 163人（34人） 95人(12人) 

新町圏域 
42,004人 6,354人 15.13％ 2,961人 7.05％ 95人（15人） 53人(3人) 

工業ゾーン 
18人 3人 16.67% 0人 0%   

市 全 体 
171,889人 32,295人 18.79％ 17,922人 10.43％ 677人(170人) 392人(42人) 


